
別表第三号 無線従事者選解任届の様式(第34条の4関係) (総務大臣又は総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

主任無線従事者 

無 線 従 事 者 
選(解)任届 

年  月  日  

北海道総合通信局長 殿 

住 所            

  
氏名又は名称 

法人番号 
 

 次のとおり 
主任無線従事者

無 線 従 事 者 
を選(解)任したので、電波法 

第39条第4項 

第51条において準用する同 

第70条の9第3項において 

第70条の9第3項において 

法第39条第4項 

準用する同法第39条第4項 

準用する同法第51条において準用する同法第39条第4項 

の規定により届けます。 

  
従事する無線局の免許等の番号、

識別信号及び無線設備の設置場所 
    

  

  

1 選 任 又 は 解 任 の 別       

  

2 同 上 年 月 日       

3 主任無線従事者又は無線

従事者の別 
      

4 主任無線従事者が監督を

行う無線設備の範囲 
      

5 主任無線従事者が無線局

の監督以外の業務を行う

ときはその業務の概要 

      

6 (ふ り が な) 

  氏 名 

      

      

7 住 所       

8 資 格       

9 免 許 証 の 番 号       

10 無線従事者免許の年月日       

11 船舶局無線従事者証明書

の番号 
      

12 船舶局無線従事者証明の

年月日 
      

13 無線設備の操作又は監督

に関する業務経歴の概要 
      

  

          短 辺         (日本工業規格A列4番) 



 注1 第51条の15第1項第1号に掲げる無線局に係る場合は、所轄総合通信局長あてとする

こと。 

  2 不要の文字は、
まつ

抹消すること。 

  3 3の欄は、主任無線従事者である場合に限り、「主任」と記入すること。 

  4 解任の場合には、1から3まで及び6の欄以外の欄の記載を省略することができる。 

  5 社団のアマチュア局にあっては、この様式にかかわらず、適宜の用紙に無線従事者

の氏名、無線従事者免許証の番号(第34条の8に規定する外国政府が付与する資格を有

する者については、その資格名)を記載して届け出ることができる。 

 

 

 

 

提出先 

〒060-8795 北海道札幌市北区北八条西２丁目 札幌第一合同庁舎 １２階 

総務省 北海道総合通信局 

情報通信部 放送課   （放送関係無線局） 

有線放送課 （有線テレビジョン放送事業用無線局） 

無線通信部 航空海上課 （航空・海上関係無線局） 

陸上課   （陸上に開設する無線局） 

※ 選（解）任を行う無線局を所管する部署に提出してください。 


